
 

 

 

 

 

令和３年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 

調査（令和４年度調査）の事前確認シートについて 
 

（１）都市部、離島や中山間地域などにおける令和３年度介護報酬改定等による措置の検証、 

      地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業･･･1 

 

（２）介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業            ･･･2 

 

（３）介護保険施設における医療及び介護サービスの提供実態等に関する調査研究事業  ･･･3 

 

（４）ＬＩＦＥを活用した取組状況の把握および訪問系サービス・居宅介護支援事業所に 

おけるＬＩＦＥの活用可能性の検証に関する調査研究事業             ･･･4 

 

（５）介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業                ･･･5 
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事前確認シート 

事業番号 （１） 

調 査 名 

都市部、離島や中山間地域などにおける令和３年度介護報酬改定等による措

置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に

関する調査研究事業 

調査の趣旨 

・令和３年度介護報酬改定に関する審議報告（令和２年 12 月 23 日）の今後の課題において、「都市部、

離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今回の改定における措置を

検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き続き検討すべきである。」とされたこ

とを踏まえ、当該改定等（※）によるサービスの提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を

適切に把握し、地域の実情に応じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得るための調査を行う。 

（※）改定等の内容は次のとおり。 

① （看護）小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、

市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととする。 

② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、

厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」

から「標準基準」に見直す。 

当該調査の目的 

・本事業では、全国の市町村、都道府県（令和２年地方分権提案自治体）、（看護）小規模多機能型介護事

業所とその職員及び利用者を対象とした調査を行い、以下の点を明らかにすることを目的とする。 

 ① 定員超過減算を一定期間行わないとする措置の実施状況やその影響 

 ② 定員に係る基準の変更のための条例改正の実施状況やその適用に係る影響  等 

調査内容 

○ 市町村（令和元年及び２年「地方分権改革に関する提案募集」の提案自治体も同様。） 

・ 定員超過減算を一定期間行わないとする措置の実施状況、効果や影響等 

・ 定員に係る基準の変更のための条例改正の実施状況 

・ 定員に係る基準の条例改正の背景、基準省令と異なる内容の定員を定めた合理的理由  等 

○ 令和２年「地方分権改革に関する提案募集」の提案自治体のうち都道府県 

・ 管内市町村の定員に係る基準の変更のための条例改正の実績や課題等の把握状況 

・ 管内市町村に対する改定等に係る周知、普及等の状況  等 

○ （看護）小規模多機能型居宅介護事業所とその職員及び利用者 

・ 事業所基本情報 

・ 定員超過減算を一定期間行わないとする措置や定員の見直しの適用状況 

・ 定員超過減算を一定期間行わないとする措置や定員の見直しに関するニーズ調査 

・ 定員を超過又は定員を見直した職員の負担感の変化 

・ 定員を超過又は定員を見直した事業所の利用者の満足度の変化  等 

集計・分析の視点 

・各市町村において、管内事業所の定員の見直しに係るニーズに対し、定員超過減算を一定以上行わない措

置や定員に係る基準の変更のための条例改正により対応できているのか。 

・各事業所において、定員を超過又は定員を見直した場合に、サービス提供に支障がないか、収支への影響

や見直した事業所の傾向（地域の特性、併設サービスやサテライト型事業所の有無）はどのようなものか。 

・また、当該事業所における職員の負担感や利用者の満足度について、定員を超過又は定員の見直しを実施

していない事業所との差異がないか。 
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事前確認シート 

事業番号 （２） 

調 査 名 介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業 

調査の趣旨 

介護保険施設のリスクマネジメントについて、令和３年度介護報酬改定では、安全対策に係

る体制評価を行い、標準的な事故報告の様式について周知を行うこととした。あわせて、令和

３年度介護報酬改定に関する審議報告では、事故の発生予防・再発防止の推進の観点から、報

告内容の分析や有効活用等についてどのような対応を図ることが適当なのか、今後検討してい

くこととされた。 

当該調査の目的 

本事業では、介護現場における標準的な事故報告様式の活用状況、報告されている事故情報

の内容等に関する実態把握を行うとともに、報告された事故情報の分析や活用のあり方につい

ての検討に資する基礎資料を得るための調査を行う。 

調査内容 

１．アンケート調査 

【施設調査】 

○ 安全対策体制加算・安全対策体制未実施減算の算定状況 

○ 指針・マニュアルの整備状況 

○ 委員会・研修の実施状況 

○ 事故情報やヒヤリハットの整理・分析状況 

○ 自治体への事故報告状況 

○ 自治体からの介護事故防止等への支援状況 等 

【自治体調査】 

（市区町村票） 

○ 事故報告のフォーマットの活用状況 

○ 施設からの事故報告ルール 

○ 事故情報の集計・分析状況 

○ 集計・分析結果の活用 

（都道府県票） 

○ 市区町村から都道府県への報告 

○ 事故情報の集計・分析状況 

○ 集計・分析の結果の活用 等 

２．詳細調査 

 一部の市区町村を対象に、報告された事故の累計や事故後の対応等について、詳細な分析を

実施（事故情報のデータを個人が特定されない形で提供してもらうことを想定）。 

集計・分析の視点 

・ 項目別の単純集計に加え、項目間のクロス集計を実施する。 

・ 調査検討委員会での議論等を踏まえて調査結果の分析を行い、報告書にまとめる。 
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事前確認シート 

 

事業番号 （３） 

調 査 名 
介護保険施設における医療及び介護サービスの提供実態等に関する調

査研究事業 

調査の趣旨 

 令和３年度介護報酬改定において、介護保険施設については、口腔衛生管理体制加算及び

栄養マネジメント加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、３年間の

経過措置を設け基本サービスとして行う見直しや、介護老人保健施設における在宅復帰・

在宅療養支援機能指標の見直しをはじめ、各施設の機能をさらに強化する観点から見直し

を行ったところである。 

 本調査は、介護保険施設の基本情報、施設サービスの実施状況、介護報酬の算定状況、利

用者の医療ニーズや医療提供、口腔衛生管理、栄養ケア・マネジメントの実態等を調査す

る。その上で、令和６年度診療・介護報酬改定に向け、令和３年度介護報酬改定における

見直しによる影響の分析やサービス間の比較等を通じ、給付調整も含め、各施設の機能の

さらなる強化に向けた検討に資する基礎資料を作成する。 

当該調査の目的 

  本事業では、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設、介護療養型医療施

設、医療療養病床及びその利用者に対する調査を行うことで、各々の施設におけるサービ

スの提供状況や利用者の医療ニーズ・ADL 等の実態、口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメ

ントの実態、施設間の利用者の流出入等の把握を行う。 

  また、介護療養型医療施設等に対する調査により、介護医療院等への移行予定を把握す

る。 

調査内容 

 施設の基本情報、施設サービスの実施状況 

 施設の各種サービス費・加算等の算定状況 

 利用者の医療ニーズ、医療・看護の提供状況 

 口腔衛生の管理体制の整備状況 

 管理栄養士等の配置状況及び栄養ケア・マネジメントの対応状況 

 口腔衛生管理及び栄養ケア・マネジメントの充実に関する現状・課題 

 介護療養型医療施設・医療療養病床の移行予定の把握 

集計・分析の視点 

 介護保険施設におけるサービスの提供実態や、利用者の状況、入退所先等の分析を通し、

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能など、各施設の機能の向上に向け

た課題を抽出する。 

 また、あわせて口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの取組を含め、令和３年度介護報

酬改定による影響等の分析を行うことで、次期医療介護同時改定の検討に資する基礎資料

を作成する。 
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事前確認シート 

 

事業番号 （４） 

調 査 名 
LIFE を活用した取組状況の把握および訪問系サービス・居宅介護支

援事業所における LIFE の活用可能性の検証に関する調査研究事業 

調査の趣旨 

・令和３年度介護報酬改定において、LIFE へのデータ提出とフィードバックの活用による

PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図るため、事業所の全利用者に係る事業所単位での

取組や、既存の口腔・栄養や機能訓練に関する加算等における取組に加えた利用者単位での更

なる取組に対する評価を創設した。本事業では、令和３年度の事業に引き続き、LIFE を活用し

た取組（特にリハビリテーション・機能訓練、口腔､栄養等の多職種連携）について、その実態

を把握するとともに、さらなる LIFE の活用に向けた検討を行う。 

当該調査の目的 

・令和４年度では、特に、LIFE 活用に関する事業所の負担の推移、フィードバックの利活用の

状況とその効果及び課題等に焦点を当て、実態把握を行う。また、次期介護報酬改定に向け

て、訪問系サービス及び居宅介護支援事業所における LIFE の活用可能性について、令和３年度

に実施した少数の事業所でのモデル的な調査の結果を踏まえて、より多くのサービス及び多数

の事業所を対象とした調査を行い、具体的な活用方法及びそれに向けた課題等について検討す

る。 

調査内容 

（１） アンケート調査・訪問調査 

・全国の LIFE 関連加算の対象であるサービスの事業所を対象とし、LIFE 関連加算の算定がある事

業所、算定がない事業所について、それぞれ無作為抽出で選定した 4,000 事業所、1,000 事業所以

上を調査客体とするアンケート調査を実施する。 

・アンケート調査回答施設のうち、20 事業所以上を対象とする訪問調査を実施する。 

（２） 介護関連 DB 分析 

・介護関連 DB に登録されているデータを用いた分析を実施する。 

（３）モデル事業 

・訪問系サービス・居宅介護支援事業所のうち、全体で 300 事業所以上を対象とするモデル事業を実

施し、その全事業所を対象とするアンケート調査及び 20事業所以上を対象とする訪問調査を行う。 

集計・分析の視点 

（１） 項目別の単純集計、項目間のクロス集計を行うこと。 

（２） 集計表及び帳票を作成すること。 

（３） 集計結果の分析・検証を行うこと。 

（４） 細部について調整する必要が生じた場合は、その都度担当職員に確認を行うこと。 
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事前確認シート 

事業番号 （５） 

調 査 名 介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業 

調査の趣旨 

・令和３年度介護報酬改定の審議報告における今後の課題において、テクノロジーを活用した

場合の人員基準の緩和等について、利用者の安全確保やケアの質、職員の負担、人材の有効

活用の観点から、実際にケアの質や職員の負担にどのような影響があったのか等、施行後の

状況を把握・検証するべきと明記されたところである。 

当該調査の目的 

・本事業においては、介護現場における介護ロボット等のテクノロジーの導入・活用状況やそ

の効果について把握するとともに、令和３年度介護報酬改定施行後の効果検証を実施し、更

なる介護現場の生産性向上の方策を検討するための課題等の整理を行うことを目的とする。 

調査内容 

(1) 介護ロボット等のテクノロジーの活用状況調査 

(2) 令和３年度介護報酬改定（テクノロジーを活用した場合の加算・人員基準の緩和等）施行後の実

態状況調査 

※調査対象の回答負担を考慮し、(1)と(2)の調査については一体的に実施する。 

・アンケート調査 １６,０００施設・事業所程度（調査テーマ(1)(2)同施設・事業所を想定） 

・ヒアリング調査 ２０施設・事業所程度 

集計・分析の視点 

(1) 介護ロボット等のテクノロジーの活用状況調査 

・アンケート調査では、全介護保険サービス（除く福祉用具貸与・特定福祉用具販売、介護予

防サービス）施設・事業所を対象としたテクノロジーの活用状況等の調査を実施。 

 基本情報、テクノロジーの導入状況や活用状況・効果、各種加算の算定状況 等（一部

介護保険総合 DB も活用） 

・ヒアリング調査では、テクノロジーを効果的に活用していると把握できた施設・事業所への     

具体的な活用状況・効果等の調査を実施。 

 テクノロジーの具体的な導入状況や活用状況・効果・評価 等 

(2)令和３年度介護報酬改定（テクノロジーを活用した場合の加算・人員基準の緩和等）施行後

の実態状況調査 

・アンケート調査では、(1)調査のうちテクノロジーを活用した場合の加算・人員基準の緩和等

を算定している施設・事業所に対する影響を調査。 

 テクノロジーを活用した場合の加算・人員基準の緩和等の算定後のケアの質、職員の負

担、安全体制 等 

・ヒアリング調査では、上記アンケート調査結果をふまえ、加算・人員基準の緩和等を算定し

ている施設・事業所への具体的な影響を調査。 

 管理者・現場職員双方の視点での、テクノロジーを活用した場合の加算・人員基準の緩

和等による、届出前後の具体的なケアの質、職員の負担、安全体制への影響 等 

※上記(1)(2)においては、介護サービス種類や施設・事業所の規模等についてのクロス集計・分

析も実施する。 
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